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弊所が行う手続

お客様が行う手続

◆侵害予防調査（特許・実用新案）～ 鑑定までの流れ

調査日時点で権利化されていない特許出願は、調
査範囲外となります。そのため、特許庁HPで登
録状況の経過観察をされることをお勧めします。

ご依頼・ご相談

見積書の送付 調査範囲を検討してから、
見積書を送付します。

請求書の送付 見積書の内容に了承を頂いたら、
調査費用の請求書を送付します。

ご入金

請求書の送付

ご入金

鑑定のご依頼

約3～4週間程度

調査報告書の送付

侵害可能性のある権利が
発見されなかった場合

侵害可能性のある権利が
発見された場合

約2週間程度

鑑定のご報告

鑑定を行うかどうか検討

※鑑定では、警告・訴訟のリスクの高低についてを評価します。そのため、警告・訴訟のリスクがないことを保証するもので
はありません。ただし、鑑定の結果は、警告・訴訟を受けた際に、相手に送付する反論の資料として使用することができます。

侵害予防調査の結果をご報告します。
侵害可能性のある特許・実用新案権が発見されたか否かによって、その後の対応が異なります。

鑑定をする場合

鑑定とは
ご依頼の技術内容が他者の特許・実用新案権の侵害となるかどうか、そのリスクの高さについて、弊所の弁理士が
評価します。
侵害可能性のある特許・実用新案権の有無や数の把握を目的としている場合には、調査のみで終了することもでき
ます。




